
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 11 月 1 日 発行  （№№№№０29） 

公益社団法人公益社団法人公益社団法人公益社団法人    四国中央市シルバー人材センター四国中央市シルバー人材センター四国中央市シルバー人材センター四国中央市シルバー人材センター    

今月の安全パトロールは、派遣就業先の東部

学校給食センターの配送・配膳補助業務と西尾

レントオールの塗装作業現場におもむき、各委

員間で意見の交換が行われました。 

◆東部学校給食センターでは、時間的な事情も

あり就業内容の確認が出来ない状況となったた

め、配送車両の確認や車両ステーションの状況、

外観確認で終わり、就業内容の確認は次回の機

会へと持ち越しとなりました。 

◆車両設備に関しては、新しい車両であり、バ

ックモニター、バックリフト等搭載されており

安全に配慮した内容になっているとの意見があ

りました。 

◆車両の車留めは実施されていたが運転手が存

在を確認出来るように紐を付けてサイドミラー

等に繋げることで、わかりやすくより安全な対

応になるとの意見がありました。 

◆塗装作業ではシンナーの臭いが強く、マスク

着用せず作業していたが、有機溶剤を使用する

作業でありマスクの着用が必要であり、換気が

不十分で作業環境は良くない状態との意見があ

りました。 



傷害事故傷害事故傷害事故傷害事故

発生日 作業区分 事故発生状況 備　　考

1 令和4年4月19日 就業途上

畑における里芋収穫業務のためバイクで通勤途中、農道を西進中に前方

を走行しているトラクターを追い越したのち転倒した。救急車で病院に

運ばれ、頭部、顔面及び下肢の打撲と診断され、入院することとなっ

た。

入院９日

2 令和4年5月25日 工場内作業

工場の敷地の中で休憩中にトイレに行こうと移動中、パレットにつまづ

き転倒し、右膝を強打。仕事終了後も痛みがあったため病院で受診する

と膝のお皿が割れていて、手術することとなり、その後入院することと

なった。

入院29日、通院３日

3 令和4年6月20日 枝打ち作業

金生町山田井の古城集会所付近で、電話線に絡んだかずらの除去を脚立

に上がって作業中、不安定な状態になり落下した。病院で受診すると、

右手小指脱臼及び腰の打撲と診断された。

通院中

4 令和4年6月27日 剪定作業

やまじ風公園内でツツジの剪定作業中、操作中のヘッジトリマーで左第

１指を切創する。作業を中断し病院で受診、３針の縫合処置を受けた。

通院６日

5 令和4年6月27日 剪定作業

やまじ風公園内でツツジの剪定作業中、複数の黄色スズメバチが飛来

し、右上腕を刺される。痛みと気分も悪くなったため、作業を中断し病

院で受診、アナフィラキシーショック等の症状はなく、帰宅し療養す

る。

通院１日

6 令和4年7月29日 草刈作業

正円寺北側法面の草刈作業中、左手甲の１箇所をアシナガ蜂に刺され

る。刺された箇所の痛みが強く腫れてきたため、作業を中断し病院で受

診。アナフィラキシーショック等の症状はなく、塗り薬の治療を受け、

帰宅し療養する。

通院１日

7 令和4年8月3日 草刈作業

正円寺北側法面の草刈作業中、左手甲の１箇所をアシナガ蜂に刺され

る。刺された箇所の痛みが強く腫れてきたため、作業を中断し病院で受

診。アナフィラキシーショック等の症状はなく、点滴治療を受け、帰宅

し療養する。

通院１日

8 令和4年9月15日 剪定作業

脚立の7段目（高さ約2ｍ）に登り桜の木の枝を伐採中、伐採した枝が脚

立の脚に接触し脚立が倒れたため、地面に転落し左側胸部を打撲する。

作業を中断し病院で受診すると、左第8肋骨骨折と診断され、自宅療養と

なる。

通院中

労災事故（労働者派遣事業）労災事故（労働者派遣事業）労災事故（労働者派遣事業）労災事故（労働者派遣事業）

発生日 作業区分 事故発生状況 備　　考

1 令和4年6月10日 管理業務

翠波高原での清掃作業を終え、トラックの荷台を清掃するため、助手席

側荷台のあおりを右手でつかみ荷台に上がろうとしたところ、あおりの

留め具が外れており、バランスを崩して左手から地面につき転倒し、左

手首を骨折した。

入院65日、通院中

2 令和4年5月17日 体操授業中

四国中央医療福祉総合学院での体育の授業で、ソフトバレーのゲーム

中、飛んできたボールを打ち返そうとした際、真後ろに転倒し、体育館

床面で後頭部を強打した。2週間後、肩と首に強い痛みがあり、病院を受

診すると左脳に出血があり、手術、入院することとなった。

入院15日、通院4日

賠責事故賠責事故賠責事故賠責事故

発生日 作業区分 事故発生状況 備　　考

1 令和4年7月23日 草刈作業

石の多い駐車場での草刈作業を行うため、事前に車のいない所を刈るよ

う指示していたが、事故にあった車の近くで作業をしたため、飛び石が

車の右側のガラスに当たり破損させた。

見込賠償額146,322円

賠責事故（労働者派遣事業）賠責事故（労働者派遣事業）賠責事故（労働者派遣事業）賠責事故（労働者派遣事業）

発生日 作業区分 事故発生状況 備　　考

1 令和4年7月7日 草刈作業

大王製紙新工場内で草刈作業中、派遣先から指定されたカルマーを使用

せず紐による草刈を行なったため、養生シートを超えて駐車中の車両に

傷をつけた。作業中は近くに車を置かないよう伝えていたので、派遣先

にも落ち度があることから、協議の上、賠償額を折半することとなっ

た。

見込賠償額65,000円

（令和４年１０月１８日現在）

令和４年度　四国中央市シルバー人材センター「事故発生状況」

（令和４年１０月１８日現在）

（令和４年１０月１８日現在）

（令和４年１０月１８日現在）

令和４年度安全就業スローガンの１０作品が選定されました

安全就業スローガンの募集を行ったところ、総数１５作品のスローガンの中から、安全・適正就業委員会及

び衛生委員会各委員により１０作品の選考を行い、県連合会に推薦いたしましたので報告させていただきます。

なお、１１月１５日開催予定の県連合会安全・適正就業対策推進協議会において、令和４年度の安全就業ス

ローガンが決定されますので、後程推薦10作品と結果をご報告いたします。


